
　　
　　桜区平和を考える会会報　　2023年7月号

　「香り」の元になる化学物質に

よる健康被害＝「香害(こうがい)」

が増えていることから、『香害

110番』の上映会と田中輝子さん

のリモート講演会を開催しました。

当日17人の参加者がありました。

　DVDは、香害被害者の様子、

香害の原因・メカニズム、今後取

り組むべきこと、市民・消費者連

盟・自治体・学校などの動きを紹

介しています。

　香害はだれにでも起こりうるこ

と、予防原則の考え方、化学物質

過敏症の人にやさしい環境はだれ

にとっても暮らしやすいなど、考

えさせられる内容でした。

　リモート講演の講師の田中さん

は「香害110番」の取り組みの中

心となった方で、分かりやすくお

話していただきました。

主な内容を紹介いたします。

●合成洗剤の問題点…分解性が良

くないので、皮膚障害、動植物に

悪影響、発がん補助作用、妊娠率

低下・殺精子作用、アレルギー・

化学物質過敏症の原因になる。

●香害の主な４つの原因…香料、

柔軟仕上げ剤、マイクロカプセル、

合成洗剤。

●香料の問題点…4000種もの成

分があり、国内では約300種、複

数の成分が使用されている。

学習会　「香害」について

６月１７日　土合公民館　　　講師　田中輝子さん
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●香害110番
日本消費者連盟
制作DVD（2019年）
●田中輝子さん
日本消費者連盟・
洗剤部会会員



自分の周りから有害化学物質を無

くしていくこと。

香害について自治体や学校などに

知らせること。

個人として企業のお客様サービス

などに電話やメールすること。

　「地球は未来の子どもたちから

の借り物」というメッセージをい

ただきました。

　参加の方からは、近隣の方への

伝え方、感染症対策のアルコール

消毒、合成洗剤の捨て方などの質

問があり、講師からご自身の体験

も交え、回答をいただき、皆さん

の関心の高さがうかがえました。

　新聞などで少し取り上げられる

ようになりましたが、まだまだ知

られていない「香害」。埼玉県は

ポスター(↓)を作るなど啓発を進

めています。私たちのできること、

　　　　　　ぜひ、取り組みま

　　　　　　しょう。学習会が香

　　　　　　害改善の一歩となる

　　　　　　といいですね。

　　　　　　　また、終了後、自

　　　　　　治会の掲示板に啓発

　　　　　　ポスターを掲示でき

　　　　　　るよう働きかけをし

　　　　　　ていこうという提案

　　　　　　がありました。

（会員Tさん）
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代表的な合成ムスクは環境ホルモ

ン作用で、ＥＵではアレルギーを

引き起こしやすい26香料の表示の

義務付けがある。嗅神経は脳から

直接出ているので影響受けやすい。

●柔軟仕上げ剤の問題点…毒性の

強い陽イオン界面活性剤、殺菌作

用で微生物に悪影響を与え、吸水

性を高めるため非イオン界面活性

剤が配合され魚毒性が高まる。陽

イオン界面活性剤は水質基準がな

く健康への影響も心配されます。

●化学物質過敏症…様々な化学物

質の許容量が体質の限界を超える

と発症する。脳に作用し自律神経

など様々な症状を引き起こす。

●子どもたちが危ない…発症の

きっかけの第１位は洗剤・柔軟剤。

教育委員会が通知を出している自

治体もあるので、埼玉県も早く出

してほしい。

●マイクロカプセルの

問題点…８割は下水に

流れる。環境での分解

が遅く、環境に出たら

回収不能。極小なので

肺や血液に入る。花粉

より小さく通常のマス

クでは防げない。

●私たちにできること…

香害を話題にすること。
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ことを痛感しています。

　あれ、でも、国民一人一人は平

和も人権も主権も、望まない人な

んていない…それでも当たり前

じゃなくなるのか？　だから憲法

を変えることに必死な政治家がい

るのか…。

　三原則という中身ももちろん大

事なのですが、憲法が国に対して

守らせるきまりであることこそが、

日本ではちょっと実感をもちにく

い「国民主権」の象徴であるよう

な気がしています。憲法は自分た

ちを縛るものではなく、守ってく

れるものなのですよね。松元ヒロ

　　　　　　さんが舞台で「前文」

　　　　　　　を諳んじているの

　　　　　　　を聞いて、それを

　　　　　　　ぐっとかみしめま

　　　　　　　した。

（内藤さん）

　もし子どもたちに、憲法ってな

に？と聞かれたら、国がやっては

いけないこと、やるべきことにつ

いて国民が定めた決まり、国に

「守らせる」きまりなんだよ、と

いうことを伝えたいなと思ってい

ます。「守る」じゃなくて「守ら

せる」きまり？しかも国に対し

て？…これを知ったときは衝撃で

した。

　子どもの時には憲法の三原則な

どを教わりましたが、当時「平和」

という言葉があたりまえすぎて実

感がなく、憲法に対しても「あた

りまえのことをわざわざ決めてる

もの」という印象でした。

でも今になって、

「平和」も「人権」

も「国民主権」も

あたりまえではな

かったのだという

●憲法の三原則（国のあり方を定めた基本的なルール）

「国民主権」・国の政治を最終的に決める権利が国民にある。

「平和主義」・戦争をしないこと。

「基本的人権の尊重」・侵されることのない不可侵な権利。
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（連絡先）

　090-8588-4966（今井）

　090-4433-7092（小高）

【会の活動報告】

　　２月１２日(日)　運営スタッフ会議　土合公民館

　　４月２３日(日)　運営スタッフ会議　大久保東公民館

　　５月１４日(日)　運営スタッフ会議　大久保東公民館

　　６月１７日(土)　上映会　　　　　　土合東公民館

　　６月１７日(土)　運営スタッフ会議　土合東公民館　

【これからの予定】

　　７月２３日(日)　運営スタッフ会議　大久保東公民館

８月１９日～２１日　原爆絵画展　　　　プラザウエスト

振込口座：ゆうちょ銀行

口座番号：00270-8-104990

加入者名：桜区平和を考える会

年会費　：１、０００円（カンパ大歓迎）

振込手数料はご負担ください

桜区平和を考える会 ホームページ
・パソコンでは『桜区平和』で検索　　http://spa.g1.xrea.com/
・スマホでは右のＱＲコードから　　　http://spa.g1.xrea.com/smh/
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　お知らせ　

　８月１９日（土）から２１日

（月）にかけて、「第９回桜区原

爆絵画展」を開催します。

　会場は、昨年と同じ桜区役所に

併設されているプラザウエストの

１階ギャラリーにて、絵画・写真

などを展示する予定です。

　昨年は、２４２人の来場者があ

りました。昨年までは、木-金-土

で開催してきましたが、休日に来

場者が多く、またコロナも落ち着

いて来たことから、今年は、土-日

-月の開催としました。

　桜区で開催するのは、今回で９

回目となります。お帰りの際にア

ンケートを書いていただいており

ますが、絵画展を初めて見たとい

う方が大半という状況です。

　絵画展のチラシも桜区内の公民

館などに置いてもらったり、近隣

の地域にも配布していますが、浸

透度はまだまだ低いみたいです。

　今年も暑い時期ではありますが、

ご家族の皆さん、ご近所の皆さん、

ぜひとも原爆絵画展会場へ足をお

運びください。

第９回桜区原爆絵画展 開催します

（チラシ）


